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６
万
１
千
円

　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に

基
づ
く
、
法
人
立
認
可
保
育
所

へ
の
給
付
費
単
価（
公
定
価
格
）

に
つ
い
て
、
保
育
士
等
に
対
す

る
新
た
な
処
遇
改
善
等
加
算
が

創
設
さ
れ
た
こ
と
等
に
伴
い
予

算
額
に
不
足
が
見
込
ま
れ
る
こ

と
か
ら
増
額
す
る
も
の
。

▽
特
別
支
援
保
育
等
関
係
費
＝

９
８
８
万
２
千
円

　

法
人
立
保
育
所
や
幼
稚
園
、

幼
児
教
育
施
設
に
お
い
て
、
発

達
に
特
別
な
支
援
が
必
要
な
障

が
い
児
に
対
し
て
社
会
性
や
情

緒
の
発
達
を
促
す
と
と
も
に
、

集
団
生
活
を
経
験
さ
せ
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
特
別
支
援
保
育

に
つ
い
て
、
当
初
の
見
込
み
を

上
回
っ
た
た
め
増
額
す
る
も
の
。

▽
未
熟
児
養
育
事
業
費
＝
５
９

７
万
９
千
円

　

母
子
保
健
法
の
定
め
に
基
づ

き
、
身
体
の
発
育
が
未
熟
な
ま

ま
出
生
し
た
乳
児
が
正
常
児
と

同
等
の
諸
機
能
を
得
る
た
め
に

必
要
な
入
院
に
係
る
費
用
の
給

付
件
数
が
当
初
の
見
込
み
を
上

回
っ
た
た
め
増
額
す
る
も
の
。

（
第
６
号
）

▽
観
光
施
設
台
風
被
害
復
旧
等

対
応
費
＝
６
７
２
３
万
円

　

平
成
29
年
10
月
の
台
風
21
号

に
よ
り
、
本
市
の
重
要
な
観
光

施
設
で
あ
る
江
の
島
岩
屋
が
損

傷
し
た
た
め
、
早
期
の
営
業
再

開
に
向
け
て
復
旧
工
事
等
を
行

う
経
費
。

〇
藤
沢
市
職
員
の
育
児
休
業
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て

　

こ
の
議
案
は
、
就
業
促
進
及

び
雇
用
継
続
を
通
じ
た
職
業
の

安
定
を
図
る
た
め
、
雇
用
保
険

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

が
平
成
29
年
３
月
31
日
に
公
布

さ
れ
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休

業
等
に
関
す
る
法
律
が
一
部
改

正
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
本
市

〇
平
成
29
年
度
藤
沢
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
５
号
）・（
第

６
号
）　

　

一
般
会
計
補
正
予
算
は
、
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
８
億
３
１
７

１
万
２
千
円
（
第
５
号
）
及
び

８
７
８
９
万
４
千
円（
第
６
号
）

を
追
加
し
、
補
正
後
の
予
算
総

額
を
１
５
４
２
億
６
９
３
９
万

７
千
円
と
す
る
。

　

主
な
補
正
内
容
は
、
次
の
と

お
り
。

（
第
５
号
）

▽
住
民
基
本
台
帳
費
＝
１
０
２

５
万
６
千
円

　

国
が
関
係
法
令
の
改
正
を
行

い
、
希
望
す
る
者
に
係
る
住
民

票
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
等

へ
の
旧
姓
の
併
記
等
を
可
能
と

す
る
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

住
民
基
本
台
帳
シ
ス
テ
ム
等
の

改
修
に
要
す
る
経
費
。

▽
保
健
福
祉
総
合
シ
ス
テ
ム
運

用
管
理
費
＝
４
１
０
万
４
千
円

　

社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
に

お
い
て
他
の
自
治
体
等
と
の
情

報
連
携
の
実
施
に
必
要
な
デ
ー

タ
標
準
レ
イ
ア
ウ
ト
の
改
版
に

伴
い
、
シ
ス
テ
ム
の
改
修
を
行

う
経
費
。

▽
届
出
保
育
施
設
認
可
化
促
進

事
業
費
＝
８
１
４
万
８
千
円

　

平
成
28
年
度
に
国
が
創
設
し

た
保
育
料
軽
減
の
た
め
の
補
助

制
度
（
地
方
単
独
保
育
施
設
加

算
）
が
、
29
年
度
も
実
施
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
対
象

施
設
が
行
う
保
育
料
軽
減
に
要

す
る
経
費
を
助
成
す
る
も
の
。

▽
児
童
保
育
委
託
費
＝
９
７
９

非
常
勤
職
員
の
育
児
休
業
に
係

る
規
定
の
整
備
を
図
る
必
要
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
も
の
。

　
【
条
例
の
主
な
内
容
】

 

・
本
市
の
非
常
勤
職
員
に
つ
い

て
、
子
が
１
歳
６
カ
月
に
達
す

る
ま
で
育
児
休
業
を
６
カ
月
延

長
し
て
も
保
育
所
に
入
れ
な
い

場
合
等
に
限
り
、
さ
ら
に
６
カ

月
の
再
延
長
を
可
能
に
し
、
最

長
で
子
が
２
歳
に
達
す
る
ま
で

育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
を
規
定
す
る
。

 

・
６
カ
月
の
再
延
長
を
し
、
そ

の
後
子
が
２
歳
に
達
す
る
ま
で

育
児
休
業
を
す
る
場
合
で
、
２

歳
に
達
す
る
ま
で
に
任
期
が
満

了
し
、
引
き
続
き
採
用
さ
れ
な

い
非
常
勤
職
員
は
、
延
長
の
対

象
外
と
す
る
。

　
【
施
行
日
】平
成
30
年
１
月
１
日

〇
藤
沢
市
地
域
市
民
の
家
条
例

の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

こ
の
議
案
は
、
地
域
市
民
の

家
に
お
け
る
現
行
の
指
定
管
理

者
に
よ
る
管
理
運
営
を
、
平
成

29
年
度
末
を
も
っ
て
終
了
し
、

30
年
度
か
ら
は
各
市
民
の
家
運

営
委
員
会
と
の
個
別
の
業
務
委

託
契
約
に
よ
る
手
法
へ
と
変
更

す
る
た
め
、
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
も
の
。　

　
【
条
例
の
主
な
内
容
】

 

・
使
用
方
法
等
に
関
し
て
、
市

民
の
誰
も
が
利
用
で
き
る
よ
う
、

市
長
と
運
営
委
員
会
の
調
整
に

よ
る
利
用
へ
の
所
要
の
改
正
を

行
う
。

　
【
施
行
日
】平
成
30
年
４
月
１
日

議会の動き

　

12
月
定
例
会
は
、
12
月
１
日
か
ら
21
日
ま
で
の
21
日
間
に
わ
た
り
開

催
さ
れ
、
市
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
平
成
29
年
度
藤
沢
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
５
号
）」
な
ど
28
議
案
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
議
員
提
出
に
よ
る
「
私
学
助
成
の
拡
充
を
求
め
る
意
見
書
に

つ
い
て
」
ほ
か
１
件
の
意
見
書
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

【11月】
10日 災害対策等特別委員会
22日 行政改革等特別委員会
28日 議 会 運 営 委 員 会
【12月】
１日 議 会 運 営 委 員 会

本 会 議（ 第 １ 日 ）
５日 議 会 運 営 委 員 会

本 会 議（ 第 ２ 日 ）
広 報 広 聴 委 員 会

６日 建設経済常任委員会
７日 厚生環境常任委員会
８日 子ども文教常任委員会
11日 総 務 常 任 委 員 会
12日 補正予算常任委員会
13日 議 会 運 営 委 員 会
15日 議 会 運 営 委 員 会

本 会 議（ 第 ３ 日 ）
18日 議 会 運 営 委 員 会

本 会 議（ 第 ４ 日 ）
19日 議 会 運 営 委 員 会

本 会 議（ 第 ５ 日 ）
20日 議 会 運 営 委 員 会

本 会 議（ 第 ６ 日 ）
21日 議 会 運 営 委 員 会

本 会 議（ 第 ７ 日 ）
補正予算常任委員会
広 報 広 聴 委 員 会

さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
胸
に
新
年
を
迎
え
る
＝
辻
堂
西
海
岸

平
成
29
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
を
可
決

質
の
高
い
保
育
環
境
の
充
実
を
図
る

本庁舎の９階に
新しい議場が完成

主　　な　　内　　容
○議案の審議………………………………２面
○一般質問……………………………３～５面
○常任・特別委員会の動き・意見書……６面
○常任・特別委員会の動き………………７面
○議案等審議結果一覧……………………８面

2月から本会議が行われる新議場 一般席の横に新設された親子傍聴席

　平成 29年 12月 13日（水）に藤沢市役
所の新庁舎が竣工し、９階に新しい議場が
完成しました。12月 16日（土）には新庁
舎落成式典が、17日 ( 日 ) には一般市民
を対象とした内覧会が開催されました。新
議場の傍聴席には、車椅子席や親子傍聴席
が新たに設置され、児童や乳幼児をお連れ
の方も安心して本会議の様子を傍聴するこ
とができるようになりました。
　藤沢市議会は、平成 30年２月定例会か
ら本庁舎９階で開催されますので、お気軽
にお越しください。


